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要旨 

 

組織の競争力を高める公正なマネジメントの実現には，人事制度設計の工夫といったような技

術的側面のみでは不十分であり，経営者の持つ倫理的精神や，それに基づく組織内の公正風土の

醸成が求められる．このような視点の学術的論拠は，近年の組織的公正研究の発展，とりわけ公

正に対する道具的動機アプローチや社会・関係的動機アプローチに加え，道徳的動機アプローチ

や公正風土概念への関心の移行を展望することで明確になる． 
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Ⅰ．はじめに 

わが国の企業の多くは，従来の日本的経営からの脱却を目指すべく，人事制度の改革につとめ

てきた．最も単純に表現するならば，年功的人事から成果主義への転換である．当初，成果主義

は，個人の業績に報いる公正な制度であり，従来の悪平等とも言われる年功的な制度から訣別す

るモダンな試みとして注目された．しかしながら，近年わが国の企業の多くが緩やかな業績回復

傾向にあるにもかかわらず，成果主義に対しては厳しい視線が向けられている．その理由の多く

が，成果主義のもとで，公正な評価や処遇が実現していないという指摘である（社会経済生産性

本部, 2005）．社会問題化しつつある従業員のストレスやメンタルヘルスの危機も，その原因の 1

つが成果主義に伴う不公正処遇であるという指摘もある（鈴木, 2003）．このように，従業員間に

処遇の格差を設ける施策が広まりを見せたがゆえに，改めて人材マネジメント上の公正さという

側面への注目が高まっている．公正な人材マネジメントは従業員の組織への信頼感や士気を高め，

組織の競争力に寄与すると思われるのに対し，それを怠れば，離職，欠勤，怠慢などの非生産的

な態度や行動が職場内に蔓延し，組織の競争力を失うことにつながりかねない（関口・林, 2003）． 

経営学もしくは産業・組織心理学の分野において，「組織的公正」は精力的に研究が続けられて

いる研究分野の１つであり，特に近年になって大きな進展をみている．組織的公正の初期の研究

では，経済的にバランスのとれた分配という意味での結果の公正さを示す「分配的公正」に対し，

それと異なる公正次元として「手続き的公正」という概念が提起された．これは結果の公正さと

は別に，その結果を生み出す社内の規則や手続きの適切さの程度によって知覚される公正さであ

る．この概念の発見によって組織的公正研究の地平が広がった．実務の世界では，成果主義的処

遇によって生じる個人間格差とそれに付随する不公平感を緩和するために，賃金制度や人事考課

制度を整備し，適切に運用すべきであるという提案がよくなされる．手続き的公正は，こうした

考えの理論的基盤となっている．しかし，このような提案を支持する研究結果がわが国でも得ら

れているにもかかわらず（井出, 1998; 守島, 1999; 開本, 2005; 高橋, 2001），企業の人事制度改革

によって従業員の公正感が高まったという報告はあまり聞かない． 

そこで本稿では，公正な人材マネジメントは，制度設計担当者が組織的公正原理を理解して技

術的に制度設計・運用することのみでは十分でなく，経営者が組織的公正の本質を深く理解し，

強い倫理観と信念をもって組織内に浸透させることによってこそ実現するものであることを強調

する．この主張は，経営の実践の立場から考えれば直感的には正当性を帯びているように思われ

る．しかしながら，以下で示していくように，とりわけ 1990 年後半以降の組織的公正研究の発展

によって，こうした主張が単なる精神論や掛け声でなく，学術的に裏づけることができるように

なりつつある． 

 

Ⅱ．組織的公正研究の発展 
ここでは，組織的公正研究の近年の展開を概観する．それに先立ち，経営の実践家による公正

さに関する持論について考察する．その後，学術的な組織的公正研究の発展によって，組織的公

正研究が，公正な人事制度の構築に役立つといったような技術的な側面だけでなく，経営の根幹

や基本的価値に迫る研究として再構築されつつあることを示す．本稿では，そういった動きを展

望するために 2 つの研究パースペクティブに注目する．ひとつは，公正動機を巡る研究であり，

もうひとつは公正風土概念の研究である． 
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1．実践家による組織的公正の持論 

金井 (2005)は，経営に役立つ知を得るためには，研究者による学術的な理論に加え，優れた実

践家の理論（持論）が重要であると強調する．これは，組織的公正研究にも当てはまる．実践家，

特に優れた経営者と呼ばれる人物達が，組織的公正についてどのような持論を展開しているのか

を知ることは重要である． 

京セラの創始者である稲盛和夫氏は「悩みに悩んだ末に私は，経営における判断は，世間でい

うところの筋の通ったこと，つまり『人間として何が正しいのか』ということにもとづいておこ

なわなければならないことに気づいた．われわれが一般的に持っている倫理観やモラルに反する

ようなものでは，長期的にうまくいくはずがない．･･･中略･･･ つまり，『人間として何が正しい

か』という基準を会社経営の原理原則として，それをベースにすべてを判断することにしたので

ある．それは，公平，公正，正義，勇気，誠実，忍耐，努力，親切，思いやり，謙虚，博愛，と

いうような言葉で表される．世界に通用する普遍的な価値観である」と語っている（稲盛, 2006:36）．

また，創業者の後を継いで宅急便という新しい事業を興したヤマト運輸の故小倉昌男氏は，「企業

は社会的存在である．それは財なりサービスなりで社会に貢献するとともに，雇用の場を提供す

るからである．したがって企業は永続しなければならない．永続するには，倫理性に裏打ちされ

た優れた社格が求められる．･･･中略･･･ 倫理性，それは，顧客，取引先，株主，社員など関係

者に対し，フェア（公正）な姿勢を貫くことだ．社員の先頭に立つトップは常にフェアでなけれ

ばならない」と記している（小倉, 1999:260）．さらに，キヤノンの会長および経団連会長の御手

洗富士夫氏は「一人ひとりの能力を引き出す．それでフェア（公正）な競争をする．･･･中略･･･ 

人間の能力を公平に正しく認めることがヒューマニズム，人間主義だ」と述べている(日本経済新

聞社, 2004:143)． 

これらのコメントに共通するのは，「公正さ」について，初期の組織的公正研究で想定したよう

なバランスのとれた分配とか，ルールや手続きの正しさという技術的な意味合いだけではなく，

倫理性・道徳性をも含む規範的な価値側面を強調している点である．そして，企業が長期にわた

って持続可能な発展を遂げるためには，この倫理性・道徳性に基づく経営を行なうべきであると

いう信念が読み取れる．わが国では「公正」と「公平」は同じ意味合いとして使われることが多

いが1，とりわけ「公正」は，正義すなわち人間として正しい事という含意がある2．つまり，公正

さには，本来，人間性や倫理性の尊重という意味が含まれている．しかし，初期の組織的公正研

究では，経済的な均衡すなわち衡平な分配を基礎概念として，研究対象を組織的文脈における個

人の心理プロセスに絞りこむことにより発展してきた．逆にいえば，公正さという概念が本質的

に有している道徳や倫理という意味を，実証的な社会科学にはそぐわないという理由で捨象して

きたのである．それに対し，近年の研究では，公正概念を，倫理的・道徳的な側面を含む幅の広

い概念として再構築しつつある．以下に，こうした組織的公正研究の学術的発展を展望し，近年

の組織的公正研究が，上に紹介した実践家達の考え方と一貫するものであることを示す． 

 
                                                  
1  本稿では主に「公正」という言葉のほうを用いる． 
2  実際，公正に対応する英語である justice は，哲学においては正義とも訳される．米国の哲学者の

ロールズに｢正義論｣という著書があるが，これは「a theory of justice」の邦訳である．  
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2．組織的公正に対する動機を巡る研究 

組織的公正の本質と実践的含意を考えるうえで重要となってくるのが「従業員はなぜ公正さを

気にするのか」という公正動機に対する問いである(Cropanzano, Byrne, Bobocel, and Rupp, 2001, 

Tyler, Boeckman, and Huo, 1998)．図 1 は，この問いに関するアプローチが，初期における組織的公

正の道具的動機モデルから，社会・関係的動機モデル，そして道徳的動機モデルとより深化した

アプローチが加わり，組織的公正概念の理解と実践的含意の幅が広がりつつあることを示してい

る． 

道具的動機
アプローチ

社会・関係的動機
アプローチ

道徳的動機
アプローチ

1960年代

1980年代中盤

2000年前後

組織的公正概念と実践的含意の幅  
 

図 1 組織的公正動機アプローチの発展 

 

道具的動機アプローチ 1960 年代から 1980 年中頃までの初期の組織的公正研究は，人々がな

ぜ公正さに注目するかとい理由に，経済的な自己利益を仮定してきた．この時代では，公正さと

は少なくとも長期的には損をしない見通しを与えてくれる道具であると意味での道具的動機アプ

ローチが理論的な基礎となっていた．その代表的理論の１つが，アダムスの衡平理論(Adams, 1965)

である．衡平理論によれば，従業員は他者との比較において均衡した分配が保障されるような状

況3に満足し，そのような状況を維持する組織にとどまろうとする．衡平であるという事実は，自

分が損をしないという見通しを保証してくれるという意味で道具的動機と整合している．もう１

つの代表的理論は，コントロール・モデルである (Thibaut and Walker, 1975)．この概念は，分配的

公正とは異なる手続き的公正概念を発展させる上での理論的支柱となった．コントロール･モデル

によれば，従業員は決定過程をコントロールしたり，影響を及ぼしたりすることのできる手続き

を公正と感じる．例えば，目標管理制度において，期初に達成目標を設定するさい，当事者が管

理者の意見に大きく左右されずに，自分の意見や希望を発言できたり目標に反映できたりすれば，

                                                  
3 本稿ではこのように，他者との比較においてバランスのとれた分配や結果を「衡平」と表現し，よ

り広い公正概念と区分する．ただし，アダムス理論で用いられる「衡平ルール」のみならず，「平等ル

ール」や「要求ルール」に基づいた分配や結果も含む． 
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それはコントロールが確保された状況と考えられる．決定手続きや過程がコントロールできると

いう状況は，個人が自分の望む方向に議論やプロセスを導くことができることであり，不適切さ

を是正し，自分にとって望ましい結果をもたらす可能性が高まる．Colquitt (2001)のメタ分析によ

ると，数多くの実証研究が，コントロールを高めることが手続き的公正感を強め，従業員の職務

満足を高めることを支持している． 

組織的公正の道具的動機アプローチから導かれる実践的示唆は，従業員がコントロールを保持

できると実感できるように制度や手続きを構築するのが望ましいという点である．レーベンソー

ルは，手続き的公正に関するより広い枠組みを提示し，一貫性，偏りの無さ，正確さ，修正可能

性，代表性，倫理性という 6 基準が重要であると提起した(Leventhal, 1980)．道具的動機アプロー

チは，こうした要素を満たすことができるように，制度や手続きの構造を工夫するべきであると

いう示唆を与える．わが国の状況にあてはめるならば，人事制度などの制度や手続き上の構造的

な部分を，レーベンソールの 6 基準，あるいは守島(1997)が示唆する「情報公開」「苦情処理」「発

言」の 3 要素などが満たされるよう工夫することにより，従業員の公平感を高める施策につなが

ってくる． 

社会・関係的動機アプローチ 1980 年代の後半から台頭してきたアプローチは，組織的公正の

社会的側面に注目するものであり，社会・関係的動機アプローチと呼ばれる．その代表的な理論

である関係性モデルによると（Tyler, 1997; Tyler and Lind, 1992），組織的公正の度合いは，単に資

源の分配が衡平かどうかという情報だけでなく，当事者の組織内における地位や存在価値などに

関する情報も反映する．個人が所属組織から公正に扱われていると感じれば，組織との社会的同

一性を確認でき，それは組織との一体感や自尊心の高揚・維持などにつながる．このような考え

は，個人が組織との良好な関係や組織への社会的同一性を求める動機に基づいて公正さに注目す

るという意味で，社会・関係的動機アプローチと呼ばれるのである．実際，公正に扱われている

と知覚することによって社会的同一性が確認できた従業員は，組織コミットメント，職務満足感，

組織市民行動などの好ましい態度や行動を示すことが実証研究によって確認されている 

(Moorman, 1991 など)． 

社会的･関係的動機アプローチの重要な貢献として，公正の社会的側面に注目することで組織的

公正概念の幅が広がったことが挙げられる．社会・関係動機アプローチでは，公正さは，従業員

が自分の組織内の地位を知る手がかりになると考えられているが，それは主に組織側の代理人（経

営陣や上司など）との相互作用によってもたらされる．したがって，従業員と組織の代理人との

対人的相互作用のあり方も，重要な組織的公正概念の１つであるとされ，「相互作用的公正」とい

う概念が生まれた(Bies, 1987; Tyler and Bies, 1990)．さらにその下位次元として，従業員を人とし

て尊重し，大切かつ丁寧に扱っているかに注目する「対人的公正」，および対人的扱いの中で適切

な情報を開示しているかに注目する「情報的公正」が概念化され，詳細に吟味されることとなっ

た(Greenberg, 1993; Colquitt, 2001)．相互作用的公正およびその下位次元が従業員の態度や行動与え

る影響は，多くの実証研究で示されている．例えば，組織や管理者から公正に扱われていると感

じる従業員ほど，組織と信頼関係にあり(Konovsky and Pugh, 1994)，組織から支援され(Masterson, 

Lewis, Goldman, and Taylor, 2000)，組織と良好な社会的交換関係にある (Rupp and Cropanzano, 

2002)と認知する傾向があるという報告がある．同様に，組織内の権威者について，偏りがなく誠

実で信頼できる人物だと知覚する従業員は，組織に対して誇りや愛着を持ち，組織に貢献しよう
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とする傾向があることが確認されている(Huo, Smith, Tyler, and Lind, 1996; Tyler and Degoey, 1995; 

Tyler, Degoey, and Smith, 1996). 

組織的公正の社会・関係的動機アプローチから導かれる実践的示唆は，制度作りにおける構造

上の工夫から一歩進んで，その運用面や，制度を離れた日々の職場管理のあり方に配慮すること

の重要性である．例えば，日常の職場管理においては，従業員を尊重し，丁寧に扱うことや，適

切な情報開示などを通じて，組織と従業員との間に安定した社会的交換関係を維持することが公

正さを保つうえで重要である（Folger and Cropanzano, 1998）．従業員は，結果としての資源分配や

それをもたらす制度や手続きが公正かだけでなく，組織と良好な関係にあるか，組織内において

自分が大切に扱われているかどうかに敏感に反応するのである．例えば，目標管理制度が導入さ

れ，従業員が上司との相談のうえで自ら目標設定を行なう自由が与えられれば，道具的動機の観

点からは公正感が高まるだろう．しかし，その過程で上司が横柄な態度を示したり，当事者の立

場に配慮を欠いたりするならば，対人的公平感は著しく損なわれ，結果的に公正な人材マネジメ

ントは実現しない．そういった視点から，相互作用的公正を高めるための管理者研修の必要性も

提起されている（Rupp, Gibbons, Runnels, Anderson, and Thornton, 2003）． 

道徳的動機アプローチ 組織的公正の道具的動機も社会関係的動機も，自分が損をしないか，

あるいは組織との良好な関係にあるかというように，当事者の立場からみた組織内処遇が最大の

関心ごとである．それに対し，1990 年代後半から 2000 年ごろにかけて，個人の内的な道徳規範

に基づく公正動機である「道徳的動機」が提唱されるようになった (Folger, 1998; 2001)．このア

プローチは，従業員が，経済的な自己利益への関心や，社会・関係的な欲求とは独立し，道徳的

な理由もしくは正義感から公正さに関心を持つと考える．「公正とは単なる自己効用を最大化する

ための手段ではなく，公正の実現が最終目標になりうる(Montada 1998)」と述べられるように，公

正は経済的あるいは関係的な効用を高めるための道具・手段ではなく，公正さそれ自体に価値を

認めようという考え方である．フォルガーは，自身の提唱するフェアネス理論を用いて，現実に

目の当たりにしている出来事と，「本来ならばこうであるのが正しい」いう内的な倫理観との不一

致を是正しようとする動機から，人々が公正さに注目するというプロセスを論じた (Folger, 2001)． 

こうした道徳的動機アプローチが他の 2 つのアプローチと異なる特徴は，個人が，当事者や被

害者の立場ではなく，第 3 者として公正さに関心を持つことに注目する点である．自己の経済的

損得や組織との関係に直接影響しない場合においても公正さに関心を持つことは，それが道徳的

規範や正義感から発する動機に基づいていることを示している．例えば，他者が不公正な扱いを

受ける事態を目の当たりした個人は，義憤ともいうべき強く感情的反応を示すことが知られてい

る(Bies and Tripp, 2001, 2002)．また，トゥリロらの実験的研究では，多くの被験者が，自分の取り

分を犠牲にしてまで公正な配分を行った人物に報いようとし，不公正な配分を行なった人物を罰

しようとした．さらにこの傾向は，自分の取り分を犠牲にしたり，他者に報いたり，処罰するこ

とが個人の長期的な利得と全く結びつかない場合にも見出された (Turillo, Folger, Lavelle, 

Umphress, and Gee, 2002)．さらに，企業の人員削減場面において，たとえ自分が一時解雇されな

くても，人員削減の手続きが公正でないと感じた場合，本人のコミットメントが低下し，転職意

思が高まることが明らかにされている(Brockner, Dewitt, Grover, and Reed, 1990; Brockner, Konovsky, 

Cooper-Schneider, Folger, and Bies, 1994)． 

道徳的動機アプローチの出現は，自己利益への関心や社会的欲求といった当事者的な視点とは
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独立し，人々が，公正さそのものを，倫理的・道徳的な観点から実現すべきものとして捉える傾

向を考慮しているという意味で，組織的公正研究の１つの転換点であると考えられる．マズロー

の欲求階層説(Maslow, 1943)やシャインの人間観(Schein, 1980)に即していえば，道具的動機は人間

の基本的欲求（生理的・安全欲求）および合理的な経済人モデルに対応し，社会・関係的動機は

社会的・尊厳欲求および社会人モデルに対応する．どちらも，公正さは，それらの欲求を満たす

ための外発的な要因と考えられる．それに対し，組織的公正の道徳的動機は，内面化された倫理

観や道徳意識にそって，公正さそのものを目的とする内発的な動機であり，マズローの欲求階層

説に即していえば，自己実現や，それを超えた人間としての正義への欲求として位置づけられる． 

組織的公正の道徳的動機アプローチから導かれる実践的示唆は，経営者および従業員が，公正

さを，「正しい経営」として実現すべき目標の１つとして認識することの重要性である．先に引用

した経営者達によるコメントは，公正さを，評価や給与を適切に執行するためのルールや規則と

してだけではなく，それ自体が実現すべき価値として強調しており，道徳的動機アプローチから

道かれる実践的示唆と整合的である．なお，経営者達のコメントにも示されているように，公正

さを実現するために企業が取り組むべき活動は，直接従業員に向けた施策に限定されない．従業

員は，前述のように自分の利害関係とは直接的に関連しない事象についての公正さにも関心を持

つため，社内外を問わず，顧客，取引先，投資家，地域社会などのステークホルダー全体にむけ

て公正な経営を心がける姿勢や，企業の社会的責任(CSR)の実践も，間接的には，従業員の倫理観，

正義感に基づく内発的な公正基準も満たし，彼らの職務態度や職務行動に対してポジティブな効

果を持つと考えられる (Aguilera, Rupp, Williams, and Ganapathi, in press; Rupp, Ganapathi, Aguilera, 

and Williams,2006)．  

 

3．公正風土の概念化 

 当事者の視点から見た効用や欲求に基づく合理性とは無関連な公正動機である道徳的動機への

注目の始まりが，組織的公正研究における１つの大きな転換点とするならば，もう１つの大きな

転換点は，1990 年後半より始まった，公正さを，公正風土という集合変数として扱う研究アプロ

ーチである(Colquitte, Noe, and James, 2002; Mossholder, Bennett, and Martin, 1998; Naumann and 

Bennett, 2000)．それまでの組織的公正研究が，もっぱら個人レベルの知覚やそれに対する反応に

焦点をあてていたのに対し，公正風土は，組織や職場単位が全体として公正に扱われているかに

ついての，従業員のあいだで共有された集合レベルの公正知覚であると定義される(Colquitt et al., 

2002)．通常，職場内の従業員は相互に依存しあい，意思疎通を行なうため，個人の公正知覚は職

場内で伝播し，従業員間の共通了解として共有されていく(Degoey, 2000)．また，当事者はもとよ

り，直接の当事者や被害者ではない同僚からの観察とその伝播も公正風土の形成に寄与する．職

場内の第 3 者らの目撃を通じて公正知覚が共有されて風土化していくプロセスにはいくつかの意

味合いがある．まず，当事者でなくても，職場内の同僚が不公正に扱われている事態を目撃した

場合，道徳的な観点から生じる憤りの感情が，組織や職場で共有化される可能性である．それは，

事態を目撃していない従業員にまで伝わると予想される．次に，社会同一性理論や自己範疇化理

論によると（Tajfel and Turner, 1979; Turner, 1985），人々は自己と所属集団を同一化する傾向がある

が，その度合いが強ければ，従業員が，同一集団に属する仲間に対する扱いを，自分が同様の扱

いを受けているかのように知覚する傾向があるということである．さらに，同僚に対する扱いで
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あっても，それが組織や職場全体に向けられたものであると解釈され，風土化され，共有される

ならば，自分が当事者となることも予測し，経済的損得や組織との社会的関係を推し量るだろう

ということである．このように，公正風土研究は，特定の個人に向けられた公正または不公正な

扱いであっても，本人のみならず，それを目撃した職場の同僚らによって，不公正感が組織や職

場内に伝播し共有化される可能性があることを示唆している．なお，日常場面における些細な不

公正さが，あたかも波紋が広がるかのように周囲に伝播し，それが組織風土全体に悪影響を及ぼ

す過程は，ポップコーン効果と言われている(Folger and Skarlicki, 1998)． 

組織内で共有される集合概念として公正風土を取り扱うことによって，組織的公正と組織競争

力との関係をより深く考察することが可能になってきた．まず，集合概念としての公正風土は，

個人レベルの公正知覚とは独立したかたちで個人の職務態度や職務行動に影響を及ぼすことが実

証研究で確認されている(Mossholder et al., 1998; Naumann and Bennett, 2000)．さらに，公正風土研

究では，公正概念を集合変数として扱うことから，これまであまり検討されてこなかった集合変

数間の関係性も吟味されるようになった．例えば，公正風土は，集団効力感4)や集団市民行動5)と

いった集合概念と関連があり(Chen, Schaubroeck, and Naumann, 2005; Ehrhart, 2004; Schnake and 

Dumler, 2003; Whiteoak, Chalip, and Linda, 2004)，チームや職場単位の業績にも影響を与えることが

確認されている(Colquitt et al., 2002; Simons and Robertson, 2003)． 

組織的公正風土に関する研究から得られる実践的示唆は，組織内の公正さが，個人レベルの知

覚を超え，組織の風土として定着し，それが個人の職務態度や職務行動，ひいては職場単位や組

織全体の業績に影響を及ぼすプロセスを理解することの大切さである．さらに，そのようにして

形成された公正風土は，公正･不公正な扱いを受けた当事者ではない従業員や，新入社員のように

未だ公正・不公正の実態を経験していない従業員によっても認識され，彼らの態度や行動にまで

影響を与えるだろう．それは，公正風土が組織内でいったん形成されると，従業員の態度や行動

に継続的に影響を与えるようになる可能性を示唆している．とりわけ，義憤を生じさせるような

不公正な出来事は，ポップコーン効果を伴い，職場内に容易に蔓延しやすい．例えば，いくら見

かけ上の人事制度や手続きが公正に見えても，企業の上層部や管理者の非道徳的な部分が，些細

な言動に垣間見られるようであれば，それがネガティブな公正風土の形成に影響を与えるであろ

う． 

 このように，公正風土は，持続的な組織競争力に影響を与える重要な概念であると考えられる

が，こういった公正風土の形成に強い影響力を与えると思われるのが，経営者をはじめとする企

業の上層部の倫理性・道徳性であると考えられる．組織を代表する経営者の一挙一動は，常に従

業員の注目の的になるはずであるし，企業上層部の理念や信条，戦略的判断などが組織全体に与

える影響力が強いことは経営学でよく議論されている(Hambrick and Mason, 1980)．従業員は，日

ごろのマネジメントを通じて，上層部の倫理性・道徳性を感じ取り，それが従業員間で共有され

ることによって組織の公正風土として定着していくと思われるのである． 

 

Ⅲ．公正な人材マネジメントの実現プロセス 

                                                  
4 集団もしくはチーム全体が特定の職務を成功裏に遂行できるかに関する共有された信念． 
5 集団もしくはチーム全体として，組織全体もしくは他のチームに対して行なう協力行動． 
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これまで概観したように，初期の組織的公正の道具的動機アプローチに，社会・関係的動機ア

プローチ，そして道徳的動機アプローチが加わってきたことによって，組織的公正概念およびそ

の理解に深みが増してきた．とりわけ，公正という概念の本来的な意味に注目し，倫理性・道徳

性を強調する研究が行なわれつつあることによって，これまでは精神論や掛け声として片付けら

れがちであった部分についても，学術的視野から実践的示唆を導くことが可能になってきた．さ

らに，公正風土概念の発展によって，公正知覚が職場内に伝播し，従業員のあいだで共有される

プロセスについての理解が進み，継続的に組織の競争力に影響を与える集合変数としても公正概

念を位置づけることも可能となってきた． 

 

経営者の倫理・道徳性に
もとづく公正理念

公正風土
日常業務や意思決定場面
での従業員の適切な扱い

制度上の工夫 従業員の公正知覚
就業態度
士気・業績

組織競争力

直接従業員を対象としない
公正な取組み（CSRなど）

伝播・共有

結果としての衡平分配  
 

図 2 公正な人材マネジメントの実現プロセス 

 

これまで概観した組織的公正研究の成果を用いて，公正な人材マネジメントの実現につながる

諸概念を整理したのが図 1 である．まず，公正な人材マネジメントを実現する大前提として，経

営者の強い倫理性・道徳性から生じる公正理念が挙げられる．その理念を組織内に浸透させ，真

に公正なマネジメントを実現しようとする経営者の強い思いが，手続き的公正を高めるための制

度設計上の工夫といった具体的な施策として実現するのみならず，制度や手続きの運用やその他

の日常の職場管理において，従業員を尊重し，丁寧に扱うという，相互作用的公正が維持される

行為として組織内に根付くことになる．また，従業員に向けた施策以外にも，CSR に代表される，

対外的にも公正な経営の実践にもつながる．そういった倫理性・道徳性に裏づけられた公正な経

営の実践が従業員に伝わると，従業員の基本的欲求や社会的・尊厳欲求が満たされるのみならず，

彼らの内的な倫理観・道徳観も満たされる．そして，公正なマネジメントに対するポジティブな

評価が従業員のあいだで共有されると，望ましい公正風土が醸成される．この公正風土は，組織

内における公正な人材マネジメントの実践を強化・維持し，従業員の組織への信頼や一体感を高

め，職務満足，コミットメント，士気の向上を通じて生産性に寄与する．それが持続的な組織の

競争力につながると考えられる． 

上記の理解が，初期の組織的公正研究の成果と比べ，実践的含意という面で深まりを見せてい

るのは明らかである．初期の道具的動機アプローチであれば，制度設計上の工夫から従業員の公
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正感の高まりを経て，好ましい職務態度や職務行動につながるという因果関係に焦点をあてる．

これは，公正な人事制度の構築といった，制度設計のあり方にのみに実務家の注意を集中させる

ことにつながりかねない．手続き的公正を高める制度設計は，制度設計担当者のレベルでの理解

が進んでいれば表面的には実現は可能であろうが，「公正なマネジメントを実践するために，とり

あえず人事制度改革に取り組もう」といった，安易な改革の実行につながりかねない．また，い

くら手続き的に公正な人事制度を構築しても，その運用面や日常の職場管理において，従業員が

対人的に不適切な扱いをうけるならば，従業員の不公正感が高まってしまう．この説明は，社会・

関係的動機アプローチを取り入れた理解によってはじめて可能になる．さらに，社会・関係的動

機アプローチの段階では，制度や対人的扱いが公正なものとして認識される前段階としての，倫

理性・道徳性に基づいた公正理念の存在を必ずしも前提とはしていない．また，もっぱら従業員

が当事者として受ける扱いとしての公正さに注目しており，第 3 者の立場からみた公正判断や，

従業員のみならず，あらゆるステークホルダーに向けた公正な取り組みが，間接的に従業員に与

える影響，そして個人レベルの公正知覚が職場内で共有され，共通了解として風土化するプロセ

スについては十分に考慮していない．こういったプロセスの学術的論拠は，最近の道徳的動機ア

プローチや公正風土の研究の発展によってはじめて可能となってきたのである． 

 

Ⅳ．おわりに 

経営学研究と経営の実践とは綿密な関係がある．厳密な経営学研究によって得られた実証性の

高い理論や法則は，望ましい経営施策を行なうさいの裏づけとなる．また，経営の優劣に関する

実践事例や，実践家の持論は，既存の経営理論の限界を示唆したり，新たな経営学研究への視点

を提供したりする．本稿では，公正な人材マネジメントの実現に向けて重要な理論的根拠となり

うる組織的公正研究の発展が，人材マネジメントの実践に与える含意にどのような変化をもたら

しているかが明らかになった．とりわけ，初期の組織的公正研究の成果が，企業における公正な

人事考課や賃金制度の構築といったような，いわゆる人事制度作りに対して多くの示唆を与える

ものであったのに対し，最新の組織的公正研究が，制度作りもさることながら，経営者の倫理的

精神や組織内の公正風土作りの重要性を強調する方向に変化していることが伺われる．すでに優

れた経営者であれば持論として実践していると思われる倫理性・道徳性に基づく公正理念の推進

といった，一見すると精神論的，掛け声的な部分も，最新の組織的公正研究では，学術的・実証

的な観点から支持できるような研究成果を蓄積しつつあり，実践家の持論と学術的な理論が接近

しつつある． 

本稿で展開した実践的含意の要点をもういちど整理しておこう．組織競争力を高める公正な人

材マネジメントの実現にむけて，衡平な評価や報酬の分配を生み出すような人事制度作りに力を

入れることは大切である．しかし，それ以前に，経営者が，自らの倫理観・正義感に基づく公正

さへの信念を強く持っていること，そしてそれが組織内に雰囲気として伝播されることによって，

「公正な経営」を理念とする公正風土が醸成されることが重要である．適切な社内手続きや従業

員の丁寧な扱いといった，具現化したかたちでの公正さが大切であることに違いないが，それを

通じて従業員が真に見ているのは，経営者の「真意」であると思われる．従業員は「人事制度な

どによって自分が得をするか（損をしないか）」という視点のみを気にしているのではなく，もっ

と一般的，道徳的な見地から，組織が自分を含む従業員全体，さらに従業員のみならず，顧客や
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地域社会などステークホルダー全体を真摯に扱っているかどうかという企業経営の「誠意」を見

ているのであり，そういった意味で，社内外を問わず公正な行いをする組織に惹かれ，その組織

の一員であることに誇りをもち，そのような組織のもとで一所懸命働き続けたいと願うのだろう．

同様に，不公正な組織の行いに対しては，たとえ自分がその直接的な被害者ではなくても，また

それが従業員に向けたものではなく，顧客や社会に向かったものであっても，しばしば感情的に

反応し，怒りを覚え，組織への不信につながるのだと考えられるのである． 
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